
６月５日から「６月定例会」が開催されます。一般

質問や条例改正等が審議される予定です。傍聴を希

望される方は議会事務局で受付してください。 

▼日時／６月５日（火）～７日（木） 

午前 10 時～ 

▼場所／舟形町議会議場 

▼問い合わせ／舟形町議会事務局 

☎（32）2111（内線 251） 

                               

                               

 

地
震
に
備
え
ま
し
ょ
う 

 

舟
形
町
木
造
住
宅
耐
震
診
断
事
業 

 

新
庄
最
上
耐
震
診
断
事
務
所

協
会
所
属
の
耐
震
診
断
士
に
よ

る
耐
震
診
断
を
無
料
で
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。 

舟
形
町
木
造
住
宅
耐
震
改
修
補
助
金 

 

耐
震
診
断
の
結
果
、
評
点
1.0

以
上
に
改
修
す
る
工
事
の
費
用

を
補
助
し
ま
す
。 

▼
補
助
要
件
／ 

・
税
な
ど
の
滞
納
が
な
い
こ
と 

・
町
内
の
業
者
が
施
工
す
る
こ
と 

▼
補
助
金
額
／
上
限
60

万
円

（
対
象
経
費
の
３
分
の
１
） 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

舟
形
町
地
域
整
備
課
生
活
環
境
班 

☎
（
32
）
２
１
１
１
（
内
線
442
） 

舟
形
町
地
震
対
策
あ
ん
し
ん
補
助
金 

 

耐
震
診
断
の
結
果
、
評
点
0.7

以
上
に
改
修
す
る
工
事
の
費
用

を
補
助
し
ま
す
。 

▼
補
助
金
額
／
上
限
60

万
円

（
対
象
経
費
の
４
分
の
１
） 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

舟
形
町
ま
ち
づ
く
り
課
企
画
調
整
班 

☎
（
32
）
２
１
１
１
（
内
線
314
） 

 

 

多
重
債
務
相
談
窓
口
開
設 

 

お
気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。
相

談
は
秘
密
厳
守
で
す
。
ま
ず
は
お

電
話
を
。 

▼
相
談
専
用
電
話
／ 

０
２
３
（
６
４
１
）
５
２
０
１ 

▼
場
所
／
山
形
財
務
事
務
所 

▼
受
付
／
月
～
金 

午
前
８
時
～
午
後
５
時
15
分 

                   

 

国
家
公
務
員
採
用 

（
税
務
）
試
験 

 

仙
台
国
税
局
で
は
、
バ
イ
タ
リ

テ
ィ
ー
あ
ふ
れ
る
税
務
職
員
（
高

校
卒
業
程
度
）
を
募
集
し
ま
す
。 

▼
受
付
期
間
／ 

６
月
26
日（
火
）～
７
月
10
日（
火
） 

▼
受
験
資
格
／
高
校
を
卒
業
し
た
日

か
ら
起
算
し
て
３
年
以
内
の
方
な
ど 

▼
第
１
次
試
験
／
９
月
９
日
（
日
） 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

仙
台
国
税
局
人
事
第
二
課 

☎
０
２
２
（
２
６
３
）
１
１
１
１ 

               

Ｎｏ．３４８

平成２４年 

５月２５日号 広  報 ヤマメの降海型。魚体の婚姻色が明るい

桜色になることからそう呼ばれている。

やまがたの淡水魚「サクラマス」

 

【期間】６月３日（日）～ ７月下旬 

毎週水・日曜日 午前８時～１０時 

【入園料】大人２，０００円 中学生以下１，０００円 

【申込み・問い合わせ】松橋わらび園管理組合代表 松井 隆德 

☎（３５）２６６５ 

５月２８日(月)午前9時 ｢予約受付開始｣



 

 
 

過度な冷房は電力消費を増やし、地球温暖化に

つながります。クールビズはノーネクタイなど暑

さをしのぎやすい服装を推進する取り組みです。

９月３０日までの期間、町主催の会議などに出席

される方も職員同様ノーネクタイでの対応にご

協力お願いします。 

▼問い合わせ／舟形町役場総務課総務班  

☎（32）2111（内線 231） 

 

 
▼試験日時／8月18日（土）午後1時30～3時30分

▼場  所／ホテルキャッスル（山形市） 

▼願書配布／最上保健所生活衛生課 

▼願書受付／6 月 4 日（月）～15 日（金） 

▼申 込 み／最上保健所生活衛生課 

▼問い合わせ／ 

山形県食品安全衛生課食品衛生企画担当 

☎０２３（６３０）2６２1 

 
農
業
者
戸
別
所
得
補
償 

交
付
金
の
交
付
申
請 

 

販
売
価
格
が
生
産
費
を
恒
常

的
に
下
回
っ
て
い
る
作
物
を
対

象
に
、
そ
の
差
額
を
交
付
す
る
こ

と
に
よ
り
、
農
業
経
営
の
安
定
と

国
内
生
産
力
の
確
保
を
図
る
と

と
も
に
、
戦
略
作
物
へ
の
作
付
転

換
を
促
す
制
度
で
す
。
平
成
24

年
度
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。 

▼
〆
切
／
６
月
15
日
（
金
） 

▼
場
所
／
舟
形
町
産
業
振
興
課 

▼
持
ち
物
／
申
請
書
、
振
込
先
通

帳
、
印
鑑 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

舟
形
町
産
業
振
興
課
農
政
班 

 

☎
（
32
）
２
１
１
１
（
内
線
426
） 

           

 

募
集
！
農
林
水
産
業
創
意
工
夫 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
支
援
事
業 

 

県
で
は
、「
現
場
の
創
意
工
夫

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
基
づ
き
実
施

す
る
取
り
組
み
を
支
援
し
て
い

ま
す
。
平
成
24
年
度
の
２
次
募

集
を
行
い
ま
す
。 

▼
応
募
資
格
／
①
農
林
漁
業
者

②
食
品
製
造
業
者
③
新
た
に
食

品
製
造
業
に
取
り
組
む
旅
館
、
ホ

テ
ル
事
業
者
④
卸
売
業
者 

▼
応
募
で
き
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
／ 

・
国
庫
事
業
や
他
の
県
単
独
事
業
で

は
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と 

・
事
業
費
200
万
円
以
上
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
あ
る
こ
と 

▼
〆
切
／
６
月
29
日
（
金
） 

           

▼
補
助
率
／
３
分
の
１
以
内 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

最
上
総
合
支
庁
農
業
振
興
課 

☎
（
29
）
１
３
２
０ 

 

エ
イ
ズ
検
査
に
行
こ
う
！ 

自
分
と
相
手
を
守
る
た
め 

  

最
上
保
健
所
で
は
、
毎
週
火
曜
日

に
エ
イ
ズ
相
談
な
ど
実
施
し
て
い
ま

す
が
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査
普
及
週
間
に
あ

わ
せ
た
エ
イ
ズ
検
査
を
行
い
ま
す
。 

▼
日
時
／
６
月
５
日
（
火
） 

午
前
９
時
〜
午
後
８
時 

▼
場
所
／
最
上
保
健
所 

▼
内
容
／
匿
名
・
無
料
で
の
血
液

検
査
と
保
健
師
に
よ
る
相
談 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

最
上
保
健
所
地
域
保
健
福
祉
課 

☎
（
29
）
１
２
６
８ 

 

初
夏
の
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム 

 

▼
日
時
／
６
月
13
日
（
水
）
～ 

15
日
（
金
）
の
３
日
間 

午
後
６
時
30
分
～
午
後
７
時
15
分 

▼
場
所
／ 

最
上
広
域
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー 

▼
内
容
／
初
夏
の
星
座
他 

▼
定
員
／
各
回
43
名
（
先
着
順
） 

▼
対
象
／
年
中
児
以
上 

▼
そ
の
他
／
入
場
無
料
。
小
学
校

低
学
年
以
下
は
保
護
者
と
同
伴
。 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

６
月
８
日
（
金
）
８
時
30
分
～ 

最
上
広
域
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

☎
（
22
）
１
０
３
３ 

 

高
齢
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー 

 

高
齢
者
の
方
々
か
ら
快
適
な

生
活
を
送
っ
て
い
た
だ
く
た
め

の
「
一
般
相
談
」「
専
門
家
に
よ

る
相
談
」
を
行
い
ま
す
。 

▼
相
談
先
／ 

山
形
県
高
齢
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー 

☎
０
２
３
（
６
２
２
）
６
５
１
１ 

▼
内
容
／ 

○
一
般
相
談 

午
前
９
時
～
午
後
５
時 

毎
週
月
～
金
曜
日 

○
専
門
相
談
（
要
予
約
） 

午
後
１
時
30
分
～
４
時 

・
法
律
相
談
（
弁
護
士
） 

毎
週
月
曜
日 

・
税
金
相
談
（
税
理
士
） 

偶
数
月
の
第
１
水
曜
日 

・
認
知
症
相
談
（
社
会
福
祉
士
な
ど
） 

毎
週
火
・
金
曜
日 

▼
費
用
／
無
料 

                               

 

 
 薪ストーブ等の灰は、従来から

アク抜きや融雪剤として使用して

いるところです。しかし、原発事

故の影響による高い放射能の灰が

隣県でも見つかっていることを踏

まえ、山形県では、安全安心のた

め、薪ストーブ等の灰は自家利用

しないことに決定しましたので、

ご理解ください。 

 家庭の薪ストーブ等から出る灰

は、畑や庭先にまいたりせず、冷

めてから可燃ごみの袋に混ぜてご

みステーションに出してくださる

ようにお願いいたします。 

▼問い合わせ／ 

舟形町健康福祉課健康介護班 

☎（32）2111（内線 352） 



 
事
業
所
・
企
業
の
皆
様
へ 

調
査
票
提
出
に
つ
い
て 

 

「
平
成
24
年
経
済
セ
ン
サ
ス
‐

活
動
調
査
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

調
査
票
の
提
出
期
限
が
過
ぎ
て
い

ま
す
の
で
、
ま
だ
調
査
へ
の
回
答
が

お
済
み
で
な
い
場
合
は
、
至
急
回
答

を
お
願
い
し
ま
す
。 

▼
調
査
票
の
提
出
／
ご
記
入
い
た

だ
い
た
調
査
票
は
、
本
調
査
専
用
の

郵
送
提
出
用
封
筒
に
封
入
の
上
、
郵

便
ポ
ス
ト
に
投
函
く
だ
さ
い
。調
査

票
に
記
入
し
て
い
た
だ
い
た
内
容

は
、
統
計
作
成
の
目
的
以
外
に
使
用

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
安

心
し
て
提
出
く
だ
さ
い
。 

▼
そ
の
他
／
調
査
票
そ
の
他
の
調
査

書
類
が
見
当
た
ら
な
い
場
合
に
は
、

再
送
付
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、

役
場
調
査
担
当
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
調
査
票
の
記
入
に
つ
い

て
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
活

動
調
査
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
【
０
１
２

０
（
44
）
１
０
３
４
】
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

舟
形
町
総
務
課
財
政
管
財
班 

☎
（
32
）
２
１
１
１
（
内
線
246
） 

                               

                               

                               

                              

①「経営開始型」 
新規就農される方に経営が安定するまで最長５年間､年間150万円を給付します。 

○給付者の主な要件は次のとおりです。 

（１）新規就農予定時の年齢が原則45歳未満であること。 

（２）独立・自営就農であり次の条件を満たすこと。 

･自ら農地の所有格もしくは利用権（親族以外からの貸借が主）を有していること｡ 

･主要な機械･施設を自ら所有･貸借していること。 

･本人名義で生産物を出荷･取引していること｡ 

･本人名義の通帳があり､売上や経費の支出などの経営収支を自らの通帳･帳簿で管理していること｡ 

※親元に就農する場合であっても､上記の要件を満たし、親の経営に従事してから５年以内に経営を 

継承する場合や､親の経営から独立した部門経営を行う場合は､その時点から対象とします｡ 

（３）経営開始計画が以下の基準に適合していること。 

・独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ、実現可能な計画を自らつくり実行すること。 

（４）『人・農地プラン』への位置付けられていること。 

・町が作成する『人・農地プラン』に位置付けられていること。 

（または位置付けられることが確実であること。） 

○給付対象の特例 

・平成20年4月以降に独立・自営就農した方についても対象に 

なりますが、給付は就農後5年目までとします。 

○次の場合は給付停止になります。 

（１）給付金を除いた本人の前年の所得の合計が250万円以上の場合 

（２）適切な就農を行っていないと町が判断した場合 

②「準備型」 
研修終了後１年以内に就農する方に最長２年間、年間１５０万円を給付します。 

○給付者の主な要件は次のとおりです。 

・就農予定時の年齢が原則45 歳未満であること。 

・独立・自営就農または雇用就農を目指すこと。 

 ・常勤の雇用契約を締結していないこと。 

 ・県が認める研修機関（県立農大等）や農業法人等で概ね１年以上研修すること。 

  ※研修終了後１年以内に就農しない場合や２～３年以上就農を継続しない場合は全額返還となります。 
 

・生活保護や求職者支援制度など、生活費を支給する他の事業等との重複受給はできません。 

・給付を希望される方は、早急に問い合わせください。 

▼問い合わせ／舟形町産業振興課農政班 ☎（３２）２１１１（内線４２２） 



 
 

       にこにこ通信    
                                                                 平成 24 年 5 月発行 第 49 号 

               

             子どもを叱らずに、 

怒っていませんか? 

子どもを怒るけれども叱ることができない 

親が多くなっているといわれています。 

「叱る」は、なぜしてはいけないのかをわ 

  からせるために必要不可欠なことです。 

   「怒る」は、自分の感情を抑えることがで 

 きずに相手にぶつけることで、しつけにはな 

 りません。「して良いこと」と「して悪いこと」 

が子どもにもよく分かるよう言葉を選んで上 

手に叱ってあげたいものですね。        ケーキ … 私が分けてあげる。 

                        上手にできるから、見ててね! 

                                                 おめめとお口を書いて出来上がり!! 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

   共にふれあい、未来をはぐくむ子育て支援センター  舟形町子育て支援センターみらい   ☎（32）0232 

  子育て支援センター「みらい」 6 月の日程表  

日 月 火 水 木 金 土 

 
    1 

ふれあい広場 

午前閉館 

2 

3 
4 5  6    7   8 

9 

10 
11    12 13 

遊びの広場 

14 

 

15 

午後閉館 16 

17 
   18    19 20 

ふれあい広場 

午前閉館 

21 

お話広場 

22 
23 

24 
   25     26     27 

遊びの広場 

28 29 

午後閉館 30 

☆土曜日 ・日曜日、祭日 ○印は休館日になります。 

 ［ご利用について]  

  特別な場合をのぞいて月曜日から金曜日まで開館しています。 

 

①育児相談（来所・電話）…午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分  

②遊びの場としての利用 …午前 9 時 30 分～11 時 30 分・午後 3 時～4 時 30 分 

●第２・４水曜日は、｢遊びの広場｣…簡単な製作や親子ふれあい遊びを用意します。 

●第３木曜日は、「お話広場」 ………絵本の読み聞かせと楽しい手遊びを行います。 

※「遊びの広場」「お話広場」は、午前１０時から。 

③ ふれあい育児の広場 ……… 

6 月 1 日（金）はじめの会 午前 10 時集合 

会場…保健センター 

6 月 20 日（水）しゃぼんだま遊び 午前 10 時集合 

会場…チャイルドランド 

（雨天時 舟形小学校ピロティ） 

  

                    毎日さわやかですか? 

               排便の習慣がなく、便秘がちの子どもも珍しくあ

りません。朝食の後など毎日決まった時間にウンチ

をするように働きかけましょう。 

また、いも類・海草などの食物繊維を多く含む食

品を献立に取り入れること、正常な腸の働きを促す

ために早寝・早起きなどの生活リズムを整えること

を心掛けましょう。                 

                 腸の健康は、全身の健康にも通じるものなので 

                毎日チェックしましょう。 
    

「食育カルタ」より 

よ 

よ
い
ウ
ン
チ 

朝あ
さ

か
ら
出で

れ
ば 

一
日

い
ち
に
ち

、
元
気

げ

ん

き 
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